
平
成
二
十
七
年
十
月
二
日
受
領

答

弁

第

四

四

八

号

内
閣
衆
質
一
八
九
第
四
四
八
号

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国

務

大

臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
本
村
賢
太
郎
君
提
出
子
ど
も
被
災
者
支
援
法
の
基
本
方
針
改
定
案
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。



衆
議
院
議
員
本
村
賢
太
郎
君
提
出
子
ど
も
被
災
者
支
援
法
の
基
本
方
針
改
定
案
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

東
京
電
力
原
子
力
事
故
に
よ
り
被
災
し
た
子
ど
も
を
は
じ
め
と
す
る
住
民
等
の
生
活
を
守
り
支
え
る
た
め
の
被
災
者
の
生

活
支
援
等
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
援

対
象
地
域
（
以
下
「
支
援
対
象
地
域
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
原
子
力
規
制
庁
が
実
施
し
て
い
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
結
果
等

か
ら
、
支
援
対
象
地
域
が
、
「
ス
テ
ッ
プ
�
の
完
了
を
受
け
た
警
戒
区
域
及
び
避
難
指
示
区
域
の
見
直
し
に
関
す
る
基
本
的

考
え
方
及
び
今
後
の
検
討
課
題
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日
原
子
力
災
害
対
策
本
部
決
定
）
に
お
い
て

示
さ
れ
た
国
の
避
難
指
示
を
解
除
す
る
た
め
の
要
件
の
一
つ
で
あ
る
「
住
民
が
受
け
る
年
間
積
算
線
量
が
二
十
ミ
リ
シ
ー
ベ

ル
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
こ
と
」
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
同
庁
は
、

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
四
日
付
け
の
浜
田
復
興
副
大
臣
か
ら
田
中
原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長
に
宛
て
た
事
務
連
絡
で
見

解
の
確
認
を
求
め
ら
れ
た
案
件
に
つ
い
て
、
復
興
庁
に
確
認
の
上
、
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
い
て
原
子
力
規
制
委
員
会
で
議

決
を
す
る
必
要
の
な
い
も
の
と
し
て
対
応
し
、
同
月
二
十
五
日
付
け
の
原
子
力
規
制
庁
か
ら
同
副
大
臣
に
宛
て
た
事
務
連
絡

に
お
い
て
、
「
現
在
、
避
難
す
る
必
要
性
の
あ
る
状
況
で
は
な
い
」
旨
の
見
解
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。一



三
に
つ
い
て

復
興
庁
に
お
い
て
、
「
被
災
者
生
活
支
援
等
施
策
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
」
（
平
成
二
十
五
年
十
月
十
一
日
閣

議
決
定
）
の
変
更
の
検
討
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
支
援
対
象
地
域
の
放
射
線
量
等
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
東
京
電
力
株
式
会

社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
発
生
時
と
比
べ
、
相
当
程
度
下
が
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
御
指
摘
の
「
復
興
庁
か
ら

の
文
書
」
は
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
き
中
立
公
正
な
立
場
で
独
立
し
て
職
権
を
行
使
す
る
原
子
力

規
制
委
員
会
に
、
支
援
対
象
地
域
か
ら
避
難
す
る
状
況
で
あ
る
か
ど
う
か
の
科
学
的
見
地
か
ら
の
見
解
を
求
め
た
も
の
で
あ

り
、
御
指
摘
の
「
原
子
力
規
制
庁
の
見
解
を
誘
導
す
る
も
の
」
で
は
な
い
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
自
主
避
難
者
に
与
え
る
心
理
的
な
影
響
を
含
む
様
々
な
影
響
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
な
い
が
、
変
更
後
の
「
被
災
者
生
活
支
援
等
施
策
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
」
（
平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
五
日

閣
議
決
定
。
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
避
難
指
示
区
域
以
外
の
地
域
か
ら
新
た
に
避
難
す
る
状
況
に

は
な
く
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
様
々
な
意
見
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
「
被
災
者
が
、
い
ず
れ
の
地
域
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
居
を
定
め
、
安
心

二



し
て
自
立
し
た
生
活
が
で
き
る
よ
う
、
法
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
定
住
支
援
に
重
点
を
置
き
つ
つ
、
地
方
創
生
分
野
の
取
組
な

ど
各
施
策
も
活
用
し
な
が
ら
、
引
き
続
き
必
要
な
施
策
を
行
っ
て
い
く
」
こ
と
と
し
て
い
る
。

三


